
   “ふじのくに”規制改革会議 地域会議機能の本部会議への集約について       

 （経営管理部地域振興課） 
  

１ 概要 

・ これまで市町に係る提案は、それぞれの地域における地域会議（5 圏域）で実施

することとしていたが、市町に関する提案の実績が少なく、会議を開催するに至

るまでの提案はない状況である。（実績は、「中部地域会議」の 1 回のみであった。） 

・ 現状を踏まえ、効果的に会議運営を行うため“ふじのくに”規制改革会議地域会

議の機能については、本部会議に集約し、提案されたものは、本部会議で審議す

ることとする。 

・ なお、市町の提案受付窓口はこれまで通りに機能するため、来年度以降も地域か

らの意見集約を行うことが可能である。 

 

２ 変更箇所 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ スケジュール 

日程 内容 

平成 30 年 12 月まで 静岡市・各地域局に対し、地域会議機能の集約について事前説明（地域局長会議等）

平成 31 年 2 月 6 日 第４回〝ふじのくに″規制改革会議で方針を報告 

平成 31 年 3 月中 委員へ地域会議機能の集約について説明を行う 

 
【参考】 

(１)議長の選任 

 ・常任委員（規制改革会議 地域会議）の中から、県民会議各地域会議議長（各

地域局長、中部会議においては静岡市長）が選任する。 
(２)会議運営に関する決定者 

 ・第８条に、「この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

議長が定める。」とあるが、議長は開催実績のある中部会議でのみ選任されて

いる。 
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・地域会議は、市町における対応を要する規制改革を審議

・提案の進達、対応案の作成等（必要に応じて会議出席）・対応案の作成依頼
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